
◆ １日３食の配食サービス、買い物サービスの実施

◆ 水道料金(基本料金)の免除 R2：４か月分、 R４：４か月分

◆ 介護従事者等へ定期的なＰＣＲ検査の実施(２週間に１回のスクリーニング検査)

◆ 身近な場所での新型コロナワクチン接種の推進(市内医療機関に加え、市立中学校等を接種会場として実施)

◆ 小・中学校、保育所等(R2.6月～12月、R4.8月～R5.3月）の給食費無償化

◆ 市内事業者の支援等を行い、地域経済の活性化につなげる「寝屋川ギフト事業」※の実施
※ 市内店舗で購入した5,000円のレシートを一口として応募し、抽選により市民5万人に総額約5億円相当の商品が当たる事業

市民を第一に 「市民の事情」に寄り添った市役所へ

◆ 仕事前、仕事終わりにも手続ができる８時～20時の12時間開庁窓口の実施

◆ 「市民をお待たせしない」をコンセプトに、季節ごとに変動する手続

の増減に柔軟に対応する「可変型窓口」の導入

◆ 職員1人で様々な窓口業務に対応するため、他部署への異動がない

「窓口専門職員」として、航空会社・ホテル等での接客経験者を採用

◆ 市民が移動することなく、複数の手続ができる市民・窓口職員・

関係課職員の三者同時コミュニケーションツールの導入

市役所を利便性の高い駅前に （市民サービスのターミナル化）

各地域からアクセスしやすい市域中心に位置する、寝屋川市駅前の

旧大阪電気通信大学駅前キャンパスに、利用頻度が高い市役所窓口を

集約するとともに、子どもの健診会場を備えた「(仮称)駅前庁舎」を開設

寝屋川市
これまでの 主な取組

R4 タウンミーティング資料

市民の命と生活を守る（新型コロナウイルス感染症への対応）

（仮称）駅前庁舎（旧大阪電気通信大学駅前キャンパス）▶

▲三者同時コミュニケーションツール

本をより身近に 新中央図書館の開館 (図書の流通を推進)

◆ 大阪府北部地震により、 閉館を余儀なくされた中央図書館を市駅前に再構築

書架、閲覧スペース、カフェスペース 等

◆ 最寄りの郵便局で予約した本の受取、返却が可能な

「図書配送サービス」の実施

◆ 中央図書館における図書を学校図書館への流通を促進

▲新中央図書館のエントランス

だいなり

これからの市役所は

市民の事情 ＞ 行政の都合

※ 令和５年度オープン予定



全国から注目される 市独自の「いじめ防止対策」
◆ 従来の学校における「教育的アプローチ」に加え、監察課がいじめの初期段階から積極的に

事案に関与（行政的アプローチ）

◆ 告訴・訴訟の手続支援及び弁護士費用の補助を行う「法的アプローチ」により、いじめ事案の

解決を図る。

市民・まちを守る

◆ 停電時でも避難所(中学校体育館)のエアコンを稼働させる防災減災対応システムを導入
※ 「ジャパン・レジリエンス・アワード」で最優秀賞を受賞

◆ 小中学校の夏季・冬季休業期間及び歳末地域安全運動期間の
夜間防犯パトロールの実施

◆ 防犯カメラ2000基の設置

◆ 都市計画道路 対馬江大利線の整備(令和6年度)に向けた取組

寝屋川市 経営企画部 企画二課 072－８２５－２０１９ kikaku02@city.neyagawa.osaka.jp

▲夜間防犯パトロールの様子

▲温かい給食の導入

学校生活をより充実したものに

シルバー世代の暮らしを支える
◆ シルバー世代等の公共交通の利用促進を図る、路線バスを活用したバス利用券の配布

※ 通常230円が現金100円で利用可能

◆ 公共交通空白地での移動手段を確保する、「乗合い事業」の実施(成田地区、仁和寺地区、河北地区)

「子育てしやすい」を実感

▲路上喫煙禁止区域を知らせる
看板（京阪香里園駅）

妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援を行い、子育て世代の負担軽減を

図るとともに、子ども一人一人の健やかな成長につなげる。

【主な取組】

・ 年間を通じた待機児童ゼロ（平成３０年度～）

・ 多胎児家庭の育児を応援（多胎児家庭へのタクシー乗車券の交付 等）

・ 市内全域の保育所等でおむつの持ち帰りを不要に（バイバイおむつ事業）

・ 子どもの健康を受動喫煙から守る（条例の周知・啓発、コチニン値測定 等）

子どもたちが将来、自らが身に付けた力を活用し、感性や創造性を最大限に発揮するため、「考える力」「生き抜く力」

を育むとともに、市民ニーズに寄り添った、寝屋川市だから学ぶことができる特色ある「寝屋川教育」を目指す。

【主な取組】

・ 就学前教育・保育プログラムの作成

・ 施設一体型小中一貫校の開校に向けた取組

・ 市内中学校の給食を「温かい給食」に改善(令和元年度)

※ 小学校の給食調理場等で調理した、更においしく温かい給食の提供(令和５年度)

・ コロナ禍による家庭の事情に寄り添う、選択登校制※1の実施

・ 不登校、通院等で通学できない児童生徒に対し、ライブ授業を配信

・ 災害時等に保護者へ寄り添う、自主登校園制度※2の実施

・ 長期休業期間中における留守家庭児童会の受入時間を繰上げ

※1 コロナの感染不安等を理由に、市立小中学生の登校かライブ配信による自宅学習を選ぶことが可能

※2 台風による暴風警報等で小学校が休業となり、仕事等で子どもの面倒を見られない場合、

学校で子どもを預かることにより保護者の負担軽減を図る。


